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則

〇
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
中
小
企
業
支
援
室
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
（
二
件
） 
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

四

〇
漁
港
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

四

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

人
事
委
員
会

〇
第
六
十
九
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
の
実
施 

四

〇
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度･

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
の
実
施 

五

〇
第
六
十
九
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）
及
び
第
七
十
六
回
宮

城
県
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
の
実
施 

五

〇
第
九
十
四
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施 

五

〇
第
九
十
五
回
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施 

五

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
九
号

　
　
　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
五
項
中
「
〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
十
五
の
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
貸
付
け
の
決
定
を
受
け
た
高
度
化
資
金
又
は
機
構
貸
付
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

平
成
三
十
年

六
月
十
一
日

加
美
町

宮

崎

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

加
美
町
役
場
宮
崎
支
所

　

同
六
月
十
二
日

加
美
町

小

野

田

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

加
美
町
小
野
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

　

同
六
月
十
五
日

加
美
町

中

新

田

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

加
美
町
中
新
田
公
民
館

　

同
六
月
十
八
日

色
麻
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

色
麻
町
役
場
車
庫

発　　　　行
宮 城 県
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同
六
月
十
九
日

気
仙
沼
市

大

島

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

気
仙
沼
市
立
大
島
公
民
館

　

同
六
月
二
十
日

気
仙
沼
市

新
月
・
気
仙
沼

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
民
健
康
管
理
セ
ン
タ

ー
「
す
こ
や
か
」

　

同
六
月
二
十
一
日

気
仙
沼
市

階
上
・
面
瀬
・

松

岩

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
立
松
岩
公
民
館

　

同
六
月
二
十
二
日

気
仙
沼
市

唐
桑
・
中
井
・

小

原

木

午
前
九
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

気
仙
沼
市
唐
桑
総
合
支
所

　

同
六
月
二
十
六
日

気
仙
沼
市

大

谷

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
立
大
谷
公
民
館

　

同
六
月
二
十
七
日

気
仙
沼
市

気
仙
沼
・
鹿
折

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
魚
市
場

　

同
六
月
二
十
八
日

気
仙
沼
市

魚
市
場
周
辺

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
魚
市
場

　

同
六
月
二
十
九
日

気
仙
沼
市

小
泉
・
津
谷

午
前
九
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

気
仙
沼
市
本
吉
総
合
体
育
館

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

 　

東
松
島
市
牛
網
字
海
辺
一
三
、
一
六
の
一
、
一
六
の
二
、
一
二
の
二
・
一
六
の
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
花
渕
浜
字
浜
沼
二
八
の
五

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
波
路
上
内
沼
一
九
の
二
、
二
〇
の
二
、
二
一
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
六
七
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
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二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　　
　

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
大
森
字
水
出
六
三
の
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
八
郎
兵
エ
谷
地
第
二　

一
三
二
の
三
二
か
ら
一
三
二
の
三
四
ま
で
（
以
上
三
筆
国
有

林
）、
宮
城
郡
七
ケ
浜
町
花
渕
浜
字
長
須
賀
六
九
の
三
・
六
九
の
四
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

岩
沼
市
寺
島
字
北
新
田
一
三
二
の
四
・
一
三
三
の
三
・
一
三
五
の
五
五
か
ら
一
三
五
の
六
〇
ま
で
・
一
三
五
の

六
三
か
ら
一
三
五
の
六
五
ま
で
・
一
三
五
の
六
七
か
ら
一
三
五
の
七
〇
ま
で
・
一
三
五
の
七
二
・
一
三
七
の
三

（
以
上
十
七
筆
国
有
林
）、
宮
城
郡
七
ケ
浜
町
花
渕
浜
字
浜
沼
二
八
の
七
・
二
八
の
一
四
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

菖
蒲
田
浜
字
長
砂
二
〇
の
一
四
（
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

三
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
八
郎
兵
エ
谷
地
第
二　

一
三
二
の
三
三
・
一
三
二
の
三
四
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
立
神
四
の
五
・
五
の
三
・
一
一
の
二
・
一
四
の
四
（
以
上
四
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由
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指
定
理
由
の
消
滅

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
野
蒜
字
下
沼
二
二
四
の
二
（
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
六

十
二
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南

沿
岸

寄
木
漁

港
海
岸

寄
木
地

区
海
岸
　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
エ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と
エ
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
寄
木
四
九
番
地
内　

四
級
基
準
点

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
二
二
度
四
〇
分
三
二
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
九
一
度
〇
九
分
二
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
一
二
三
度
五
五
分
一
〇
五
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
八
二
度
三
八
分
一
七
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
一
〇
九
度
四
七
分
四
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
一
七
八
度
四
三
分
九
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
一
二
九
度
一
六
分
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
五
七
度
一
七
分
一
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
二
〇
度
一
五
分
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
七
五
度
五
六
分
二
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
一
六
五
度
二
六
分
三
二
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
二
五
六
度
五
三
分
九
八
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
二
〇
九
度
二
一
分
二
四
五
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
一
二
三
度
一
九
分
一
一
三
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
一
七
一
度
〇
二
分
六
九
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
二
四
二
度
二
三
分
一
三
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
二
六
二
度
五
六
分
一
四
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
二
八
〇
度
二
五
分
二
一
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
三
二
〇
度
〇
一
分
二
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
三
三
二
度
五
六
分
三
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
二
五
六
度
二
二
分
一
六
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
二
九
四
度
三
六
分
七
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
二
七
七
度
五
七
分
三
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
二
九
三
度
四
三
分
六
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
二
六
四
度
二
四
分
二
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
点　

ヰ
点
か
ら
二
七
四
度
五
〇
分
三
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ノ
点
か
ら
二
九
七
度
四
六
分
二
七
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
点　

オ
点
か
ら
四
度
五
〇
分
七
三
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヤ
点　

ク
点
か
ら
六
〇
度
四
七
分
三
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ
点　

ヤ
点
か
ら
一
〇
七
度
五
二
分
六
九
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ
点　

マ
点
か
ら
三
一
度
二
七
分
九
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

フ
点　

ケ
点
か
ら
三
九
度
〇
七
分
一
二
三
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ
点　

フ
点
か
ら
二
九
五
度
五
五
分
六
一
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
点　

コ
点
か
ら
二
九
五
度
五
三
分
二
二
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
南
三
陸
町
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南
沿

岸

寄
木
漁
港

海
岸

寄
木
地
区

海
岸

　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
に
よ
り

海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
本
吉
郡
南
三
陸
町
寄
木
地
区
の
寄
木

漁
港
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
寄
木
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
矢
本
字
穴
尻
五
十
二
番
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
下
愛
子
字
二
本
松
十
九
番
地
の
一　

コ

ン
フ
ォ
ー
ル
百
二

 

石
森　

裕
貴　
　
　
　
　
　
　
　

 

石
森　

美
生　
　
　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

〇
第
六
十
九
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
を
別
冊
一
の
と
お
り
実
施
す
る
。
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平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
・
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
を
別
冊
二
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
第
六
十
九
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）
及
び
第
七
十
六
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学

校
卒
業
程
度
）
を
別
冊
三
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 
宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
第
九
十
四
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
別
冊
四
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
第
九
十
五
回
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
別
冊
五
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　


